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【資料１】



１．改善基準告示の改正内容について

２．荷主に対する要請、相談窓口のご案内



１か月の拘束時間

【１か月あたりの拘束時間について】
法定労働時間、労働した場合の１か月あたりの拘束時間は

１年間の法定労働時間︓４０時間 ×５２週＝２,０８０時間
１年間の休憩時間 ︓ １時間×５日×５２週＝ ２６０時間
（２,０８０時間＋２６０時間）÷１２か月＝１９５時間
３,３００時間÷１２か月＝２７５時間
２７５時間－１９５時間 ＝ ８０時間

※この計算は、事業場ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや、
月の日数の違いを考慮していないため、あくまでも「目安」である。

現行

▸ 拘束時間は、１か月について２９３時間を超えな
いものとする。

▸ ただし、労使協定があるときは、１年のうち６か月
までは、１年間についての総拘束時間が３,５１６時
間を超えない範囲内において、１か月の拘束時間を
３２０時間まで延長することができる。

見直し後
【原則】
▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、
１か月の拘束時間が２８４時間を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定により、年間６か月までは、年間の総
拘束時間が３,４００時間を超えない範囲内において、
１か月の拘束時間を３１０時間まで延長することができ
るものとする。この場合において、１か月の拘束時間が
２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないもの
とし、１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未
満となるよう努めるものとする。

【例外】
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見直しの内容（１か月の拘束時間）

【例１】（１か月の拘束時間の原則）

【例２】（１か月の拘束時間の例外）

年間６か月まで、年3,400時間以下で、月310時間
まで延長可能。
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

年合計
3,300時間

年3,300時間以下かつ月284時間以下

月310時間

月284時間

年合計
3,400時間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

月284時間超えは連続３か月まで。
月284時間超えの月（①～⑥）は、時間外・休日労働
が100時間未満となるよう努める。

※労使協定の締結が必要
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１日の拘束時間

案現行

▸ １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１６時間とする。
この場合において、１日についての拘束時間が１５
時間を超える回数は、１週間について２回以内とす
る。

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１５時間とする。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべ
て長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場
合、当該１週間について２回に限り最大拘束時間を
１６時間とすることができる。

③ ①②の場合において、１日についての拘束時間が
1４時間を超える回数（※）をできるだけ少なくする
よう努めるものとする。
（※）通達において、「１週間について２回以内」を目安として

示すこととする。

【原則】

【例外】
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１日の休息期間

案現行

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。 ① 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう
努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものと
する。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて
長距離貨物運送（※１）であり、かつ、一の運行（※２）に
おける休息期間が住所地以外の場所におけるものである
場合、当該１週間について２回に限り、継続８時間以上
とすることができる。この場合において、一の運行終了
後、継続１２時間以上の休息期間を与えるものとする
（※３）。
※１

一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。

※２
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで
をいう。

※３
一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合には、
当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

【原則】

【例外】
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見直しの内容（１日の拘束時間・休息期間の原則）

拘束時間
13時間

休息期間
11時間

23:00 10:0010:00

始業 終業 始業

【例】１日の拘束時間・休息期間の原則（見直し後）

13時間以下 最大拘束15時間

拘束時間
15時間

休息期間
９時間

1:00 10:0010:00

始業 終業 始業

基本 継続11時間以上
下限 継続 9時間
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・１週間における運行 が
がすべて長距離貨物運送（走行
距離450㎞以上）

・一の運行中における休息
期間 が、住所地以外の場所

・一の運行終了後の休息期間
は継続12時間以上

見直しの内容（１日の拘束時間・休息期間の例外）

拘束時間 13時間 休息期間 11時間月曜

火曜

水曜

金曜

土曜

日曜

16時間①

16時間②

終業19︓00

12時間

始業7:00

終業19:00

12時間

13時間

12時間

休日

始業７:00

始業7:00

終業20:00

８時間②

終業23︓00

11時間

始業７:00

12時間

始業7:00

８時間①

終業23:00

始業7:00 終業20︓00

事業場到着
18︓00

事業場出発
8︓00

事業場到着
18︓00

【例】１日の拘束時間・休息期間の例外（見直し後）
１週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は、
当該１週間について２回に限り、最大拘束時間は16時間とし、休息期間は継続８時間以上。

木曜

事業場出発
8︓00
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運転時間、連続運転時間

見直し後現行

《運転時間》
▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週
間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものと
する。

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。）は、
４時間を超えないものとする。

《運転時間》
▸ 現行どおり

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間(１回が概ね連続１０分以上（※）で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、
４時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原
則休憩とする。
（※）通達において、「概ね連続１０分以上」とは、

例えば、１０分未満の運転の中断が３回以上連続しないこと等
を示すこととする。

▸ ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に
駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続
運転時間が４時間を超える場合には、３０分まで延
長することができるものとする。

【原則】

【例外】
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見直しの内容（連続運転時間）

【例】連続運転時間の原則（見直し後）

運転時間 中断

運転時間 運転時間 運転時間

概ね
10分以上

【例】 連続運転時間の例外（見直し後）
20分 10分 ※ＳＡ・ＰＡ等に駐車できず、やむを

得ず連続運転が４時間を超える場合、
30分まで延長が可。

合計30分以上

1時間40分

35分

２時間

①

②

概ね
10分以上

合計4時間以内

③

運転時間 中
断 運転時間中

断 運転時間 中
断

運転時間 中断 運転時間 中
断

概ね
10分以上

運転時間 運転時間中断 中
断

運転
時間

中
断

4時間以内

30分以上

概ね
10分以上

概ね
10分以上

合計30分以上

合計4時間以内

合計4時間15分

※運転の中断 は、原則休憩。

※運転の中断は、１回概ね連続10分以
上。
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予期し得ない事象の考え方について（トラック）

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し（ア～エに掲げる場合に限る）、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記
録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要し
た時間を除くことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
(※) 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

考え方

• 拘 束 時 間１８時間 ⇒ １８時間 － ３時間 ＝ １５時間（１日の拘束時間の基準を満たす）
（ただし、賃金支払いの対象とすべき労働時間は、18時間－休憩時間）

• 運 転 時 間１２時間 ⇒ １２時間 － ３時間 ＝ ９時間 （前後の日のいずれかが９時間以下なら基準を満たす）
• 連続運転時間７時間 ⇒ ７時間 － ３時間 ＝ ４時間 （連続運転時間（４時間以下）の基準を満たす）

▸ 予期し得ない事象に対応した時間について、１日の拘束時間、運転時間、連続運転時間から除くことができるが、１年・１か月の拘束時間
から除くことはできない。

▸ 予期し得ない事象に対応した場合、勤務終了後は、通常どおりの休息期間を与える必要がある。

拘
束

運
転

6:00 7:00 14:00 16:00 17:00 20:00 21:00 24:00

（例） 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合（ウ）
３時間事

故

３時間

10:00

18時間

道路封鎖、渋滞への対応に要した時間

７時間 ２時間

23:00

中
断
10
分

中
断
10
分

10

新設



特例①（分割休息）

16:00

3:00 10:00

終業 始業

【例】（見直し後）

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与える
ことが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時
間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
当たり継続４時間以上、合計１０時間以上でなければならない
ものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必
要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度とする。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

現行
▸ 業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（※）の休息期間
を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における
全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及
び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとす
る。
（※）長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、１週間における運

行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間
が住所地以外の場所におけるものである場合は継続８時間以上

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
回当たり継続３時間以上、合計１０時間以上でなければならな
いものとする。

▸ なお、一定期間は、１か月程度を限度とする。
▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるが、３分割さ
れた休息期間は１日において合計１２時間以上でなければなら
ないものとする。

▸ この場合において、休息期間が３分割される日が連続しない
よう努めるものとする。

見直し後

始業
10:00 17:00 20:00 3:00

始業
10:00

7時間 3時間 7時間 7時間

4時間 4時間 4時間 3時間 4時間 5時間

・１回当たり継続３時間以上、合計10時間以上

・３分割の場合は、合計12時間以上

拘束時間 休息期間

始業
10:00 14:00 18:00 22:00 1:00 5:00

始業
10:00
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１．改善基準告示の見直しの検討状況について

２．荷主に対する要請、相談窓口のご案内



労働基準監督署による荷主への要請について（トラック）

１

厚生労働省 省内HPにおいて情報収集
立入調査時に情報収集

※ 荷主への働きかけ等の実施に当たり、厚生労働省から提供された情報も活用
※ 国土交通省において、さらなる働きかけ等の実施のため、地方適正化事業実

施機関が行う巡回指導時の情報収集を周知徹底（本年４月措置済）

労働基準監督署

発荷主

労働基準監督署による要請（新規）

▸ 荷主企業に対し、労働基準監督署から配慮を要請
（要請の内容）長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

▸ 対象企業選定にあたり、省内HPや立入調査時に収集した情報を活用 ⇒ 国土交通省にも情報提供

運送業者

荷主への要請（新規）

情報提供（拡充）

着荷主

国土交通省

法に基づく「働きかけ」等

働きかけに活用
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荷主・元請運送事業者への周知・支援
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トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター

15



【相談】工場での荷待ち時間の削減に取り組もうとしているが、取組案に対する客観的なアドバイス等が欲しい。
【対応】取組案に対してアドバイスを実施。また、C社の取組案が短期的な視点のものであったため、改善におけ

る長期的な視点として、商品オーダーや配送リードタイムなど全体での見直しが必要であること等をアド
バイス。

⇒ 今後、短期的な改善案について、現地に訪問し具体的なアドバイスを実施予定。

訪問支援への対応事例（トラック相談センター）

16

【相談】運転者の長時間労働の改善が必要なのは理解しているが、どこから手をつければいいか分からない
【対応】長距離運転者の月間総拘束時間を短縮するため、フェリーの活用、長距離と地場の組み合わせ勤務による

拘束時間の平準化、荷待ち時間の短縮などに取り組むことが必要である旨等をアドバイス。

運送事業者Ａ社 労務管理の基本

【相談】改正後の改善基準告示や時間外労働の上限規制に対応するべくグループ会社全体の基本的な方針を作成し
ている。今後の取り組みについて含め客観的な視点でのアドバイスが欲しい。

【対応】改正後の改善基準告示の方向性や時間外労働の上限規制の制度概要などを説明。デジタコのデータチェッ
クのポイントや社内規定等の整備の仕方等についてもアドバイス。

運送事業者Ｂ社 令和６年に向けた対応

荷主企業Ｃ社 工場内の荷待ち時間削減



【助成対象】
就業規則等の作成・変更費用、研修費用（業務研修を含む）、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資
する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

２ 事業の概要・スキーム

○令和６年４月には時間外・休日労働の上限規制の猶予事業・業務への適用が予定されているところであるが、これらの業種等については、特に建設業など
一部の業種において顕著な長時間労働の実態が認められるなど更なる支援が必要である。
○各業種・業務について法規制が異なることから、各々の業種において成果目標を設ける。

１ 事業の目的

働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース）

令和５年度予定額 42億円（－）※（）内は前年度当初予算額

各業種への助成金対応 ※実施主体︓都道府県労働局 補助率３/４
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。

建設事業 自動車運転の業務 医業に従事する医師 砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県)

特
徴

・上限規制の態様は一般則と
同様（災害の復旧・復興の
事業を除く。）
・週休２日工事を推奨する観
点から成果目標を設定。

・特別条項付き36協定を締結する場合の
年間の時間外労働の上限が960時間。
・改善基準告示の改正に係る議論の内容
を踏まえ、勤務間インターバルの確保を推進
する成果目標を設定。

・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が960時間
（一定の要件を満たす医療機関においては最大1,860時間）。
・月100時間超の場合は勤務間インターバル９時間の確保が必要であることを踏まえ、勤
務間インターバルの確保を推進する成果目標を設定。
・申請対象を中小規模の医療機関（労働者300人以下）へ拡大。

・上限規制の態様は一
般則と同様。

成
果
目
標
と
上
限
額

【36協定の見直し】
①月80H超→
月60H以下︓250万円
②月80H超→
月60～80H︓150万円
③月60～80H→
60H以下︓200万円

【週休２日制の導入】
４週４休から４週８休まで、
１日増加するごとに25万円を
支給

【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下︓250万円
②月80H超→月60～80H︓150万円
③月60～80H→月60H以下︓200万円

【インターバル導入】
９H～11H︓100万円
11H以上︓150万円

【36協定の見直し】
①月100H超→月80H以下︓250万円
②月90H→月80H以下︓200万円
③月80H超→月80H以下︓150万円

【インターバル導入】
９H～11H︓100万円
11H以上 ︓150万円

【36協定の見直し】
①月80H超→月60H
以下︓250万円
②月80H超→月60～
80H︓150万円
③月60～80H→月
60H以下︓200万
円

17


